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価
格
転
嫁
検
討
ツ
ー
ル

中
小
機
構
が
無
料
公
開

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
（
中
小
機
構
）
は
、
簡

単
な
操
作
で
コ
ス
ト
増
加
分
の
価

格
転
嫁
の
必
要
性
を
可
視
化
で
き

る
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル

「
価
格
転
嫁
検
討
ツ
ー
ル
」
を
公

表
し
た
。

同
ツ
ー
ル
は
仕
入
れ
・
材
料
費

や
人
件
費
、
水
道
光
熱
費
な
ど
の

コ
ス
ト
増
加
分
の
価
格
転
嫁
を
考

え
て
い
る
中
小
企
業
を
支
援
す
る

も
の
で
、
商
品
別
（
取
引
先
別
）

の
収
支
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
、

損
益
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
コ

ス
ト
を
見
え
る
化
し
、
目
指
す
べ

き
取
引
価
格
を
検
討
で
き
る
シ
ミ

ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
。
パ
ソ
コ

ン
か
ら
特
設
サ
イ
ト
に
ア
ク
セ
ス

し
て
ウ
ェ
ブ
上
で
利
用
で
き
る
。

登
録
は
不
要
で
、利
用
料
も
無
料
。

〈
価
格
転
嫁
検
討
ツ
ー
ル
〉

https://kakakutenka.sm
rj.go.

jp/index.htm
l

Ｄ
Ｘ
推
進
に
関
す
る
調
査

「
取
り
組
ん
で
い
る
」４
割

独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤

整
備
機
構
（
中
小
機
構
）
は
、「
中

小
企
業
の
Ｄ
Ｘ
推
進
に
関
す
る
調

査
（
２
０
２
４
年
）」
の
結
果
を

公
表
し
た
。

同
調
査
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｘ
に
取

り
組
ん
で
い
る
企
業（
検
討
含
む
）

は
４２
・
０
％
で
前
回
調
査（
２３
年

８
月
）よ
り
１０
・
８
ポ
イ
ン
ト
上

昇
。
業
務
の
効
率
化
や
コ
ス
ト
削

減
・
生
産
性
向
上
な
ど
で
成
果
を

上
げ
た
と
す
る
企
業
が
多
か
っ

た
。具

体
的
な
取
り
組
み
内
容
は
、

「
文
書
の
電
子
化
・
ペ
ー
パ
レ
ス

化
」
が
５７
・
６
％
で
最
も
高
い
。

次
い
で
「
営
業
活
動
・
会
議
の
オ

ン
ラ
イ
ン
化
」「
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
作
成
」
と
続
い
た
。「
デ
ジ
タ

ル
人
材
の
採
用
・
育
成
（
１６
・
９

％
）」
は
前
回
調
査
よ
り
２
・
５

ポ
イ
ン
ト
増
加
、「
Ａ
Ｉ
の
活
用

（
１４
・
３
％
）」
は
同
０
・
８
ポ

イ
ン
ト
増
加
し
た
。

外
国
人
労
働
者
が
過
去
最
高

１２
・
４
％
増
、２
３
０
万
人
超
え
る

日
本
で
働
く
外
国
人
労
働
者
は

去
年
２
３
０
万
人
を
超
え
、
過
去

最
多
を
更
新
し
た
こ
と
が
厚
生
労

働
省
の
調
査
で
わ
か
っ
た
。
前
年

同
月
比
で
２５
万
３
９
１
２
人
、
率

に
し
て
１２
・
４
％
増
と
な
り
、
１２

年
連
続
で
過
去
最
多
を
更
新
し

た
。国

籍
別
に
み
る
と
、
ベ
ト
ナ
ム

が
５７
万
７
０
８
人
と
最
も
多
く
全

体
の
約
４
分
の
１
を
占
め
、
次
い

で
中
国
が
４０
万
８
８
０
５
人
、
フ

ィ
リ
ピ
ン
が
２４
万
５
５
６
５
人

だ
っ
た
。

人
手
不
足
の
解
消
に
つ
な
げ
る

た
め
、
２
０
１
９
年
度
に
始
ま
っ

た
制
度
で
、
建
設
業
や
介
護
な
ど

１６
分
野
で
専
門
の
技
能
が
あ
る
と

認
め
ら
れ
る「
特
定
技
能
」の
在
留

資
格
で
働
く
人
は
２０
万
６
９
９
５

人
だ
っ
た
。
特
に
福
祉
や
建
設
業

の
増
加
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

関
税一

般
的
に
「
関
税
」
と
い

っ
た
場
合
、
輸
入
す
る
際
の

税
金（
輸
入
関
税
）を
指
す
。

関
税
を
か
け
る
目
的
は
、

主
に
自
国
製
品
の
保
護
。
自

国
の
製
品
が
高
く
、
輸
入
製

品
が
安
け
れ
ば
自
国
の
製
品

が
売
れ
な
く
な
り
、
国
内
産

業
が
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
て
し

ま
う
。
そ
れ
を
回
避
す
る
に

は
安
い
輸
入
製
品
に
関
税
を

か
け
て
、
製
品
価
格
を
自
国

製
品
と
同
等
に
す
る
か
そ
れ

以
上
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

米
国
の
ト
ラ
ン
プ
大
統
領

は
、
国
内
産
業
の
保
護
を
理

由
に
、
メ
キ
シ
コ
や
カ
ナ
ダ

か
ら
の
輸
入
品
に
２５
％
、
中

国
に
追
加
で
１０
％
の
関
税
を

課
す
と
表
明
し
た
。

関
税
を
引
き
上
げ
ら
れ
た

相
手
国
が
、
報
復
措
置
と
し

て
同
様
の
関
税
引
き
上
げ
に

動
く
こ
と
が
多
く
、
貿
易
摩

擦
が
進
展
す
る
懸
念
が
あ

る
。

税
理
士
法
人
原
会
計
事
務
所

原
会
計
事
務
所
だ
よ
り

編 集 発 行 人
税理士・行政書士
ファイナンシャルプランナー
宅地建物取引士
ＩTコーディネーター

原 俊
本 社 〒１０４‒００３２
東京都中央区八丁堀４‒１３‒１
TEL：０３‐３５５２‐５５００㈹ FAX：０３‐３５５２‐５４００
市川支社 原行政書士事務所
〒２７２‒０８１５ 千葉県市川市北方１‒１６‒６
TEL：０４７‐３３３‐６６６６㈹ FAX：０４７‐３３３‐８８１１
喫 茶 相続相談カフェ
TEL：０４７‒３３３‒３３４４
安藤会計支社 〒２７３‒０００２
千葉県船橋市東船橋５‒５‒３
TEL：０４７‐４２４‐５５６６㈹ FAX：０４７‐４２４‐５７４４
E-mail info@harakaikei.com
URL http://www.harakaikei.com/
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（３月号） （２）

約
束
手
形
の
サ
イ
ト
短
縮

発
行
か
ら
満
期
ま
で
６０
日
以
内

―
下
請
法
の
運
用
を
変
更

下
請
法
（
下
請
代
金
支
払
遅
延
等
防
止
法
）
の
運
用
が
変
更
さ
れ
、
２
０
２
４
年

１１
月
以
降
、
支
払
サ
イ
ト
が
６０
日
を
超
え
る
約
束
手
形
に
よ
る
支
払
は
、
下
請
法
に

基
づ
く
行
政
指
導
や
勧
告
の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。
約
束
手
形
の
支
払
期
日
の
短
縮

化
は
、
中
小
企
業
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
改
善
し
、
企
業
間
取
引
の
適
正
化
を
図

る
効
果
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。

約
束
手
形
は
、
振
り
出
し
（
発
行
）
を

行
う
発
注
企
業
に
と
っ
て
、
決
済
日
ま
で

支
払
い
を
猶
予
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト

が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
手
形
を
受
け
取
る
側
の
企
業
は
、

決
済
日
ま
で
は
現
金
を
受
領
で
き
ま
せ
ん

し
、前
倒
し
で
現
金
化
す
る
と
割
引
料（
手

数
料
）
が
か
か
る
た
め
、
実
質
的
に
売
上

が
減
少
し
ま
す
。

長
期
の
手
形
サ
イ
ト
が
中
小
企
業
の
資

金
繰
り
の
負
担
と
な
っ
て
い
る
実
態
を
踏

ま
え
、
中
小
企
業
庁
で
は
、
昨
年
１１
月
、

約
束
手
形
に
関
す
る
下
請
法
の
運
用
を
６０

年
ぶ
り
に
改
正
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
手

形
を
発
行
し
て
か
ら
決
済
ま
で
の
期
限
を

最
大
１
２
０
日
以
内
と
し
て
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
を
６０
日
以
内
に
短
縮
し
ま
し
た
。

■
６０
日
超
は
行
政
指
導
の
対
象
に
■

そ
の
う
え
で
、
サ
イ
ト
が
６０
日
を
超
え

る
手
形
等
は
、
下
請
法
上
の
「
割
引
困
難

な
手
形
」
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も

の
と
し
て
行
政
指
導
の
対
象
と
す
る
運
用

の
見
直
し
を
行
い
ま
し
た
。

ま
た
、
中
小
企
業
の
資
金
繰
り
と
取
引

の
適
正
化
の
観
点
か
ら
、
中
企
業
庁
で
は
、

事
業
者
団
体
や
金
融
機
関
に
下
記
の
事
項

を
要
請
し
て
い
ま
す
。

・
フ
ァ
ク
タ
リ
ン
グ
等
の
一
括
決
済
方
式

に
つ
い
て
は
、
サ
イ
ト
を
６０
日
以
内
と
す

る
こ
と
に
加
え
、
引
き
続
き
、
一
括
決
済

方
式
へ
の
加
入
は
下
請
事
業
者
の
自
由
な

意
思
に
よ
る
こ
と
並
び
に
親
事
業
者
、
下

請
事
業
者
及
び
金
融
機
関
の
三
者
契
約
に

よ
る
こ
と
を
徹
底
す
る
こ
と
。

・
下
請
法
対
象
外
の
取
引
に
つ
い
て
も
、

手
形
等
の
サ
イ
ト
を
６０
日
以
内
に
短
縮
す

る
、
代
金
の
支
払
い
を
で
き
る
限
り
現
金

に
よ
る
も
の
と
す
る
な
ど
、
サ
プ
ラ
イ
チ

ェ
ー
ン
全
体
で
の
支
払
い
手
段
の
適
正
化

に
努
め
る
こ
と
。

と
り
わ
け
、
建
設
工
事
、
大
型
機
器
の

製
造
な
ど
発
注
か
ら
納
品
ま
で
の
期
間
が

長
期
に
わ
た
る
取
引
に
お
い
て
は
、
発
注

者
は
支
払
い
手
段
の
適
正
化
と
と
も
に
、

前
払
い
比
率
、
期
中
払
い
比
率
を
で
き
る

限
り
高
め
る
な
ど
、
支
払
い
条
件
の
改
善

に
努
め
る
こ
と
。

■
発
注
企
業
側
の
対
応
■

発
注
企
業
に
お
い
て
は
取
引
先
と
の
契

約
内
容
を
改
め
て
見
直
し
、
新
た
な
規
定

に
則
っ
た
契
約
条
件
を
整
備
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。
今
回
、
手
形
サ
イ
ト
が
６０
日

を
超
え
る
手
形
を
交
付
す
る
こ
と
で
行
政

指
導
の
対
象
と
な
る
の
は
下
請
法
の
適
用

対
象
と
な
る
取
引
に
限
ら
れ
ま
す
が
、
事

業
者
の
資
金
繰
り
や
取
引
の
適
正
化
の
観

点
か
ら
、
下
請
法
の
適
用
対
象
外
の
取
引

を
含
め
た
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
全
体
で
の

手
形
サ
イ
ト
の
短
縮
化
や
支
払
手
段
の
現

金
化
の
取
り
組
み
も
必
要
と
い
え
ま
す
。

中
小
企
業
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、
２
０

２
３
年
度
に
発
行
さ
れ
た
約
束
手
形
の
う

ち
、
決
済
期
間
が
９０
日
を
超
え
て
い
た
の

は
４６
％
。
こ
の
う
ち
、
１
２
０
日
超
も
８

％
を
占
め
、
多
く
の
約
束
手
形
で
長
期
の

決
済
期
間
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

支
払
い
サ
イ
ト
の
短
縮
は
、
受
け
取
る

側
の
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
経
営
面
で
プ

ラ
ス
に
作
用
し
ま
す
が
、
手
形
を
振
り
出

す
企
業
に
と
っ
て
は
、
早
期
決
済
で
資
金

繰
り
が
タ
イ
ト
に
な
り
、
借
入
金
が
必
要

に
な
る
ケ
ー
ス
も
想
定
さ
れ
ま
す
。
決
済

期
間
の
短
縮
化
に
伴
い
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
ス
ム
ー
ズ
な
運
転
資
金
の
確
保
が
求
め

ら
れ
ま
す
。

＝現金化
満期日

最大１２０日
手形サイト

＝現金化
満期日

６０日

手形サイト

＝手形発行

＝手形発行

支払

支払

請求

請求

■変更前

■変更後

納品

納品
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（３） （３月号）

■■
令令
和和
７７
年年
注注
目目
のの
大大
型型
補補
助助
金金

「「
中中
小小
企企
業業
成成
長長
加加
速速
化化
補補
助助
金金
」」とと
はは

〜〜
売売
上上
高高
１１
００
００
億億
円円
をを
目目
指指
すす
中中
小小
企企
業業
をを
支支
援援
〜〜

物
価
高
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
高
、
構
造
的
な
人
手
不
足
な
ど
、
中
小
企
業
を

取
り
巻
く
環
境
が
厳
し
さ
を
増
す
中
、
企
業
の
「
稼
ぐ
力
」
を
強
化
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
中
小
企
業
の
持
続
的
な
成
長
を

促
進
す
る
事
を
目
的
に
様
々
な
補
助
金
に
よ
る
支
援
策
が
講
じ
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
特
に
注
目
さ
れ
て
い
る
の
が
、
令
和
７
年
に
新
設

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
中
小
企
業
成
長
加
速
化
補
助
金
」
で
す
。

そ
こ
で
今
号
で
は
、
現
時
点
（
令
和
７
年
１
月
末
現
在
）
で
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
本
補
助
金
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
ま
し
た
。

■
中
小
企
業
成
長
加
速
化
補
助
金

の
目
的
・
公
募
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

「
中
小
企
業
成
長
加
速
化
補
助
金
」
と

は
、
売
上
高
１
０
０
億
円
を
目
指
す
成
長

志
向
型
の
中
小
企
業
で
大
胆
な
設
備
投
資

等
を
行
う
事
業
者
に
対
し
て
、
事
業
に
要

す
る
経
費
の
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
で
、

物
価
高
へ
の
対
応
や
賃
上
げ
原
資
の
確

保
、
そ
し
て
持
続
的
な
賃
上
げ
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
補
助
金
で
す
。

本
補
助
金
は
、
令
和
６
年
度
補
正
予
算

に
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
、「
持
続
的
な

賃
上
げ
を
実
現
す
る
た
め
の
生
産
性
向

上
・
省
力
化
・
成
長
投
資
支
援
」
の
１
つ

と
し
て
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
原
則
、
令
和

８
年
度
末
ま
で
に
計
３
回
程
度
の
公
募
が

予
定
さ
れ
て
お
り
、
全
体
で
約
６
０
０
件

の
補
助
金
交
付
を
想
定
し
て
い
ま
す
。

中
小
企
業
庁
Ｈ
Ｐ
に
掲
出
さ
れ
て
い
る

リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
よ
る
と
、
第
１
回
目
の

公
募
要
領
の
公
開
は
令
和
７
年
３
月
頃
、

申
請
受
付
開
始
は
同
年
５
月
頃
、
公
募
締

め
切
り
は
同
年
６
月
頃
、
交
付
候
補
者
決

定
（
採
択
発
表
）
は
同
年
８
月
頃
に
な
る

予
定
で
す
。

■
補
助
対
象
者

補
助
対
象
者
は
、「
売
上
高
１
０
０
億

円
へ
の
飛
躍
的
成
長
を
目
指
す
中
小
企

業
」
と
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
言
う
「
目
指

す
」
と
は
、
単
な
る
意
気
込
み
や
主
張
で

は
な
く
、
広
く
外
部
に
対
し
て
「
宣
言
」

す
る
こ
と
（
※
詳
細
は
次
頁
）
が
必
要
と

さ
れ
て
い
ま
す
。

■
補
助
事
業
の
要
件

補
助
金
の
申
請
に
は
、
以
下
の
要
件
を

満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

①

中
小
企
業
者
で
あ
る
こ
と

②

投
資
額
が
１
億
円
以
上
（
税
抜
き
）

で
あ
る
こ
と

※

投
資
額
と
は
、
建
物
費
、
機
械
装
置

等
費
、
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
費
の
補
助
対
象

経
費
の
合
算
金
額
の
こ
と
で
、外
注
費
、

専
門
家
経
費
等
は
含
め
ま
せ
ん
。

※

投
資
場
所
が
複
数
地
域
に
な
る
場
合

も
対
象
と
な
り
ま
す
が
、
補
助
事
業
の

目
的
・
内
容
が
一
体
的
で
あ
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

③

「
売
上
高
１
０
０
億
円
を
目
指
す
宣

言
」
を
行
っ
て
い
る
こ
と

④

一
定
の
賃
上
げ
要
件
等
を
満
た
す
補

助
事
業
終
了
後
３
年
間
の
事
業
計
画
書

を
策
定
し
、
実
行
す
る
こ
と

等

な
お
、
申
請
に
は
「
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
プ
ラ

イ
ム
ア
カ
ウ
ン
ト
」の
取
得
が
必
要
で
す
。

補助事業
終了後交付決定～補助事業実施公募開始～

交付候補者決定事前準備

事業スキーム：第１回公募スケジュール（予定）

※申請には「Gビズ IDプライムアカウント」の取得が必要です。Gビズ IDについてはこちら https://gbiz-id.go.jp/top/
※売上高１００億円を目指す宣言：中小企業が、自ら「売上高１００億円を超える企業になること」、「それに向けたビジョンや取組」を宣言し、
ポータルサイト（令和７年春頃開設予定）上に公表をするものです。

知
的
財
産
等
報
告

事
業
化
状
況
報
告

補
助
金
の
支
払
い

補
助
金
の
請
求

補
助
額
の
確
定

補
助
事
業
開
始

交
付
申
請
・
交
付
決
定

令和７年
８月

交
付
候
補
者
決
定

審
査

公
募
締
切

申
請
受
付
開
始

令和７年
６月

令和７年
５月

を
目
指
す
宣
言
※
」

「
売
上
高
１
０
０
億
円

～令和７年
５月

ア
カ
ウ
ン
ト
取
得
※
」

「
Ｇ
ビ
ス
Ｉ
Ｄ
プ
ラ
イ
ム



（３月号） （４）

■
補
助
対
象
経
費

補
助
金
が
交
付
さ
れ
る
対
象
経
費
と
し

て
、
①
建
物
費
（
工
場
・
物
流
施
設
の
建

設
費
用
、
増
改
築
費
用
、
建
物
付
帯
設
備

の
工
事
費
用
な
ど
）、
②
機
械
装
置
等
費

（
生
産
設
備
、
検
査
装
置
、
自
動
化
機
器
、

搬
送
装
置
な
ど
の
購
入
・
設
置
費
用
）、

③
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
費
（
生
産
管
理
シ
ス
テ

ム
、
在
庫
管
理
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
導
入
費

用
）、
④
外
注
費
（
製
品
開
発
や
設
計
な

ど
に
係
る
外
注
費
用
、
シ
ス
テ
ム
開
発
の

委
託
費
用
な
ど
）、
⑤
専
門
家
経
費
（
コ

ン
サ
ル
タ
ン
ト
な
ど
の
専
門
家
へ
の
相
談

費
用
）
の
５
つ
の
費
目
が
現
時
点
で
示
さ

れ
て
い
ま
す
。

■
補
助
上
限
額
・
補
助
率

補
助
の
上
限
額
は
５
億
円
、
補
助
率
は

２
分
の
１
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
税
別

５
億
円
の
建
物
を
建
設
す
る
費
用
を
補
助

対
象
と
し
た
場
合
、
２
分
の
１
に
あ
た
る

２
億
５
千
万
円
を
補
助
金
と
し
て
交
付
申

請
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
補
助
事
業
実
施
期
間

補
助
事
業
の
実
施
期
間
は
、
交
付
決
定

日
か
ら
２
年
（
２４
カ
月
）
以
内
で
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
期
間
内
に
、
計
画
さ
れ

た
設
備
投
資
や
事
業
活
動
を
完
了
さ
せ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

■
「
売
上
高
１
０
０
億
円
を
目
指

す
宣
言
」
と
は

補
助
金
を
申
請
す
る
上
で
必
要
と
な
る

「
売
上
高
１
０
０
億
円
を
目
指
す
宣
言
」

と
は
、
中
小
企
業
が
「
売
上
高
１
０
０
億

円
を
超
え
る
企
業
に
な
る
こ
と
」、「
そ
れ

に
向
け
た
ビ
ジ
ョ
ン
や
取
組
」
を
自
ら
宣

言
し
、
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
令
和
７
年
春

頃
開
設
予
定
）
上
に
公
表
を
す
る
と
い
う

も
の
で
す
。

宣
言
の
内
容
・
詳
細
に
つ
い
て
は
現
在

検
討
中
と
し
て
い
ま
す
が
、
①
企
業
の
現

状
（
足
下
の
売
上
高
、
賃
上
げ
等
企
業
目

標
、
課
題
等
）、
②
売
上
高
１
０
０
億
円

の
実
現
の
た
め
の
目
標
（
売
上
高
成
長
目

標
、
期
間
、
プ
ロ
セ
ス
等
）、
③
売
上
高

１
０
０
億
円
の
実
現
に
向
け
た
具
体
的
措

置（
生
産
増
強
、海
外
展
開
、Ｍ
＆
Ａ
等
）、

④
実
施
体
制
、
⑤
経
営
者
の
コ
ミ
ッ
ト
メ

ン
ト
（
経
営
者
自
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
）
な

ど
が
案
と
し
て
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

◀

中
小
企
業
成
長
加
速
化
補
助
金
が
目
標

と
す
る
「
売
上
高
１
０
０
億
円
」。
日
本

経
済
を
力
強
く
牽
引
す
る
企
業
と
し
て
、

１
０
０
億
円
企
業
は
１
つ
の
目
安
と
な
る

企
業
規
模
で
す
。
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
あ
る

も
の
の
、
成
長
の
機
会
を
得
ら
れ
て
い
な

い
と
い
っ
た
中
小
企
業
の
飛
躍
を
後
押
し

す
る
補
助
金
と
し
て
注
目
さ
れ
ま
す
。

内容
売上高１００億円への飛躍的成長を目指す中小企業
５億円（補助率１／２）
交付決定日から２４カ月以内
・投資額１億円以上（専門家経費・外注費を除く補助対象経費分）
・「売上高１００億円を目指す宣言」を行っていること
・その他、賃上げ要件など
建物費、機械装置等費、ソフトウェア費、外注費、専門家経費

項目
補助対象者
補助上限額

補助事業実施期間

補助事業の要件

補助対象経費

■中小企業成長加速化補助金■
～令和７年３月 第１回公募要領公開予定～

補助事業概要

活用イメージ

自動化による
革新的な生産性向上

※補助金制度の具体的内容については現在検討中であり、予告なく変更する場合があります。最新情報につきましては、
中小企業庁HPをご参照ください。

イノベーション創出
に向けた設備の導入

工場、物流拠点
などの新設・増築
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（５） （３月号）

中
小
企
業
の
賃
上
げ
動
向

今
年
も
高
水
準
の
見
通
し

■
２
０
２
５
年
春
闘
ス
タ
ー
ト
■

２
０
２
５
年
の
春
闘
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
連
合
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
相
当
分

と
し
て
３
％
以
上
、
定
期
昇
給
分
を
含
め
て
５
％
以
上
の
賃
上
げ
を
目
標
と
し
て
い

ま
す
。実
質
賃
金
の
マ
イ
ナ
ス
が
続
く
中
、今
年
も
高
水
準
の
賃
上
げ
が
継
続
さ
れ
る

見
通
し
で
、
中
小
企
業
の
賃
上
げ
が
ど
こ
ま
で
広
が
る
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

労
働
組
合
の
中
央
組
織
「
連
合
」
は
、

２
０
２
５
年
の
春
闘
に
お
い
て
、
ベ
ー
ス

ア
ッ
プ
相
当
分
と
し
て
３
％
以
上
、
定
期

昇
給
分
を
あ
わ
せ
て
５
％
以
上
、
中
小
企

業
の
労
働
組
合
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
１

％
以
上
を
上
乗
せ
し
、
６
％
以
上
の
賃
上

げ
を
目
標
と
す
る
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。

連
合
が
公
表
し
た
２
０
２
４
年
春
闘
の

最
終
結
果
に
よ
る
と
、
平
均
賃
上
げ
額
は

１
万
５
２
８
１
円（
前
年
１
万
５
６
０
円
）

で
、
平
均
賃
上
げ
率
は
５
・
１０
％
で
し
た
。

５
％
の
大
台
に
乗
っ
た
の
は
、
１
９
９
１

年
以
来
実
に
３３
年
ぶ
り
の
こ
と
で
す
。

〈
中
小
企
業
の
賃
上
げ
状
況
〉

２
０
２
４
年
の
中
小
企
業
の
賃
上
げ
状

況
を
み
る
と
、
妥
結
額
の
加
重
平
均
は
１

万
７
１
２
円
と
な
り
、
ア
ッ
プ
率
は
４
・

０１
％
と
な
り
ま
し
た
。
ア
ッ
プ
率
を
企
業

規
模
別
に
み
る
と
、「
３
０
０
〜
５
０
０

人
未
満
」（
４
・
４３
％
）
は
４
％
台
と
な

り
ま
し
た
が
、「
１
０
０
〜
３
０
０
人
未

満
」（
３
・
６７
％
）
と
「
１
０
０
人
未
満
」

（
３
・
５９
％
）
で
は
３
％
台
と
な
っ
て
い

ま
す
。

■
実
質
賃
金
の
動
向
■

物
価
高
騰
が
続
く
中
、
懸
念
材
料
と
な

っ
て
い
る
の
が
実
質
賃
金
の
動
向
で
す
。

厚
生
労
働
省
が
本
年
２
月
に
公
表
し
た

２
０
２
４
年
の「
毎
月
勤
労
統
計
調
査（
従

業
員
５
人
以
上
の
事
業
所
）」
に
よ
る
と
、

物
価
変
動
を
考
慮
し
た
１
人
当
た
り
の
実

質
賃
金
は
、
前
年
比
０
・
２
％
減
で
３
年

連
続
の
マ
イ
ナ
ス
と
な
り
ま
し
た
。

名
目
賃
金
に
当
た
る
現
金
給
与
総
額
は

３３
年
ぶ
り
の
高
い
増
加
率
だ
っ
た
も
の
の
、

家
計
を
圧
迫
し
て
い
る
物
価
高
に
賃
上
げ

が
追
い
付
か
ず
プ
ラ
ス
に
は
届
き
ま
せ
ん

で
し
た
。
２
０
２
４
年
の
月
平
均
の
現
金

給
与
総
額
は
３４
万
８
１
８
２
円
で
４
年
連

続
の
前
年
比
プ
ラ
ス
。
増
加
率
は
２
・
９

％
で
、
１
９
９
１
年
以
来
の
高
い
伸
び
と

な
り
ま
し
た
が
、
消
費
者
物
価
指
数
が

３
・
１
％
上
昇
し
た
た
め
、
実
質
賃
金
は

減
少
し
ま
し
た
。

物
価
上
昇
率
を
上
回
る
賃
上
げ
が
実
現

し
な
け
れ
ば
、
実
質
的
な
購
買
力
は
低
下

し
、
個
人
消
費
を
押
し
下
げ
ま
す
。
今
年

は
、
こ
の
実
質
賃
金
ベ
ー
ス
に
お
い
て
プ

ラ
ス
と
な
る
か
が
大
き
な
焦
点
と
な
っ
て

い
ま
す
。

■
２５
年
度
の
中
小
の
賃
上
げ
予
定
■

日
本
商
工
会
議
所
は
、
２
０
２
５
年
度

の
中
小
企
業
の
賃
上
げ
に
関
す
る
調
査
結

果
を
発
表
し
ま
し
た
。
回
答
企
業
の
４８
・

５
％
が
賃
金
の
引
き
上
げ
を
予
定
す
る
一

方
、「
賃
上
げ
し
な
い
予
定
」
が
２５
・
３

％
、「
現
時
点
で
は
未
定
」
も
２６
・
１
％

に
上
り
ま
し
た
。

業
種
別
に
み
る
と
、
建
設
業
や
製
造
業
、

卸
売
業
は
半
数
以
上
が
賃
上
げ
予
定
と
す

る
一
方
、
小
売
業
や
サ
ー
ビ
ス
業
で
は
賃

上
げ
に
慎
重
な
姿
勢
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。

賃
上
げ
予
定
の
企
業
に
２５
年
度
の
賞
与

を
含
む
給
与
総
額
の
引
き
上
げ
率
を
尋
ね

た
と
こ
ろ
、「
３
％
以
上
」
と
の
回
答
が

４８
・
３
％
。
こ
の
う
ち
「
５
％
以
上
」
は

全
体
の
１１
・
２
％
。「
３
％
未
満
」は
２９
・

４
％
で
、「
未
定
」
は
２２
・
２
％
。

賃
上
げ
を
継
続
す
る
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ

ー
コ
ス
ト
や
労
務
費
な
ど
の
価
格
転
嫁
を

一
層
進
め
る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、
中
小

企
業
も
「
稼
ぐ
力
」
を
つ
け
る
こ
と
が
欠

か
せ
ま
せ
ん
。
価
格
転
嫁
や
生
産
性
の
向

上
を
ど
う
進
め
て
い
く
か
、
２
０
２
５
年

は
中
小
企
業
に
と
っ
て
正
念
場
の
年
に
な

り
そ
う
で
す
。

サービス業
４５．１％

従業員９人以下
３１．７％

小売業
３４．１％

従業員１０～１００人
６１．２％

卸売業
５５．１％

製造業
５４．３％

従業員１０１人以上
５８．９％

建設業
５５．７％

全体

４８．５％

出典：日本商工会議所「早期景気観測（２０２４年１２月調査結果）」

賃上げ実施予定企業の割合（2025 年度意向）

給与総額の引き上げ率の分布（２０２５年度意向）

２２．２％

未定３％未満

２９．４％

３％以上

４８．３％
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（３月号） （６）

令
和
５
年
分
「
国
外
財
産
調
書
」

提
出
件
数
・
総
額
が
過
去
最
高

国
税
庁
は
先
般
、
国
外
に
５
千
万
円
超

の
財
産
を
持
つ
人
に
提
出
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
る
「
国
外
財
産
調
書
」
の
令
和
５

年
分
の
提
出
状
況
を
公
表
し
ま
し
た
。

有
価
証
券
が
全
体
の
６
割

そ
れ
に
よ
る
と
、
同
年
分
の
国
外
財
産

調
書
の
総
提
出
件
数
は
１
万
３
２
４
３
件

（
前
年
よ
り
７
４
９
件
増
）、
総
財
産
額

は
６
兆
４
８
９
７
億
円
（
同
７
６
７
５
億

円
増
）
に
の
ぼ
り
、
い
ず
れ
も
過
去
最
高

と
な
り
ま
し
た
。

国
外
財
産
の
内
訳
で
は
、「
有
価
証
券
」

が
４
兆
９
０
５
億
円
で
最
も
多
く
、
次
い

で
「
預
貯
金
」
８
４
７
９
億
円
、「
建
物
」

５
０
６
４
億
円
な
ど
が
続
い
て
い
ま
す
。

総
財
産
額
の
う
ち
約
６
割
を
有
価
証
券

が
占
め
て
い
る
背
景
に
は
、
株
高
や
円
安

が
影
響
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
外
財
産
調
書
制
度
で
は
、
そ
の
年
の

１２
月
３１
日
に
お
い
て
保
有
す
る
国
外
財
産

の
合
計
額
が
５
千
万
円
を
超
え
る
居
住
者

は
、
財
産
の
種
類
・
数
量
・
価
額
な
ど
の

必
要
事
項
を
記
載
し
た
国
外
財
産
調
書
を

翌
年
の
６
月
３０
日
ま
で
に
税
務
署
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

本
制
度
は
、
適
正
な
提
出
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
加
算
税
の
軽
減
措
置
（
提
出

さ
れ
た
調
書
に
記
載
さ
れ
た
国
外
財
産
に

係
る
所
得
税
・
相
続
税
の
申
告
漏
れ
が
生

じ
た
と
き
は
加
算
税
を
５
％
軽
減
）
や
、

加
算
税
の
加
重
措
置
（
調
書
の
提
出
が
な

い
場
合
ま
た
は
提
出
さ
れ
た
調
書
に
記
載

す
べ
き
国
外
財
産
の
記
載
が
な
く
、
そ
の

国
外
財
産
に
係
る
所
得
税
・
相
続
税
の
申

告
漏
れ
が
生
じ
た
と
き
は
加
算
税
を
５
％

加
重
）
な
ど
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
措
置
が

設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

令
和
５
事
務
年
度
に
お
い
て
は
、
軽
減

措
置
は
１
６
８
件
、
加
重
措
置
は
３
０
３

件
の
適
用
が
あ
り
ま
し
た
。

外
国
税
務
当
局
と
の
情
報
交
換

近
年
、
経
済
取
引
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
や

資
産
の
保
有
・
運
用
形
態
の
複
雑
化
な
ど

を
背
景
に
、
各
国
の
税
務
当
局
間
で
非
居

住
者
の
金
融
口
座
情
報
（
Ｃ
Ｒ
Ｓ
情
報
）

の
交
換
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

令
和
５
事
務
年
度
は
、
国
税
庁
が
９３
カ

国
・
地
域
の
税
務
当
局
か
ら
入
手
し
た
日

本
居
住
者
の
金
融
口
座
情
報
は
約
２
４
６

万
件
で
し
た
。

政
府
は
、「
下
請
け
」
と
い
う
名

称
が
発
注
者
と
受
注
者
の
上
下
関
係

を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
と
し
て
、「
中

小
受
託
事
業
者
」
と
い
う
用
語
に
改

め
る
方
針
で
す
。
下
請
法
で
も
同
様

の
改
正
を
行
い
、
法
律
名
も
改
称
す

る
予
定
で
す
。
発
注
企
業
と
受
注
企

業
の
対
等
な
関
係
づ
く
り
を
促
す
目

的
で
す
。
▼
発
注
元
の
大
手
企
業
が

「
親
」、
受
注
側
の
中
小
企
業
は「
下

請
け
」な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
「
下
請
け
」
と
い
う
名
称
そ
の

も
の
が
、
意
図
せ
ず
に
主
従
関
係
、

差
別
意
識
を
生
ん
で
し
ま
い
、
不
公

正
な
取
引
を
助
長
し
て
き
た
側
面
も

あ
り
ま
す
。
▼
公
正
取
引
委
員
会
の

調
査
に
よ
る
と
、
下
請
け
企
業
は
コ

ス
ト
上
昇
分
の
半
分
程
度
し
か
価
格

転
嫁
で
き
て
お
ら
ず
、
全
く
転
嫁
で

き
て
い
な
い
企
業
も
２
割
程
度
あ
り

ま
す
。
労
務
費
や
原
材
料
価
格
の
上

昇
分
を
取
引
価
格
に
上
乗
せ
す
る
価

格
転
嫁
を
進
め
な
け
れ
ば
、
賃
上
げ

原
資
の
確
保
に
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

▼
大
切
な
の
は
、
名
称
変
更
に
呼
応

す
る
形
で
大
企
業
と
中
小
企
業
が
真

の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
で
き

る
か
ど
う
か
で
す
。

３ 月 の 税 務 と 労 務

―税 務―
★前年分所得税の確定申告
申告期間…２月１７日から３月１７日まで
納期限…３月１７日
★所得税確定損失申告書の提出期限…３月１７日
★前年分所得税の総収入金額報告書の提出
提出期限…３月１７日
★確定申告税額の延納の届出書の提出
申請期限…３月１７日 延納期限…６月２日
★個人の青色申告の承認申請
申請期限…３月１７日（１月１６日以後新規業務開始の場合
は、その業務開始日から２か月以内）

★前年分贈与税の申告
申告期間…２月３日から３月１７日まで

★個人の道府県民税・市町村民税・事業税（事業所税）の
申告 申告期限…３月１７日

★２月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限…３月１０日

★個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限…３月３１日
★１月決算法人の確定申告〈法人税・消費税・地方消費
税・法人事業税・（法人事業所税）・法人住民税〉
申告期限…３月３１日

★１月，４月，７月，１０月決算法人及び個人事業者（前年
１２月分）の３月ごとの期間短縮に係る確定申告〈消費税・
地方消費税〉 申告期限…３月３１日

★法人・個人事業者（前年１２月分及１月分）の１月ごとの
期間短縮に係る確定申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…３月３１日

★７月決算法人の中間申告〈法人税・消費税・地方消費税・
法人事業税・法人住民税〉（半期分）申告期限…３月３１日

★消費税の年税額が４００万円超の４月，７月，１０月決算法人
の３月ごとの中間申告〈消費税・地方消費税〉
申告期限…３月３１日

★消費税の年税額が４，８００万円超の１２月，１月決算法人を
除く法人の１月ごとの中間申告（１１月決算法人は２か月
分）〈消費税・地方消費税〉 申告期限…３月３１日

―労 務―
★健保・厚保の保険料の納付 納期限…３月３１日

「下請け」の名称変更
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